
 

 

 

令和 5 年度 

那須塩原市議会「志絆の会」 

行政視察報告書 
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視察地 ：長崎県長崎市 

視察日 ：令和６年１月２９日（月） 

視察内容：全天候型子ども遊戯施設「あぐりドーム」について 
   

  視察地 ：長崎県雲仙市 

  視察日 ：令和６年１月３０日（火） 

 視察内容：光り輝く雲仙力アップ事業について 

 

視察地 ：長崎県佐世保市 

  視察日 ：令和６年１月３１日（水） 

 視察内容：佐世保中央公園整備事業について 

 

 

【参加者： 鈴木 伸彦  小島 耕一  金子 哲也  眞壁 俊郎】 



長崎市あぐりの丘について 

 

視察地 長崎県長崎市 

視察日 令和６年１月２９日（月） 

報告者 眞壁俊郎・金子哲也 

 

 

 長崎市では、若者の活躍の後押しや住まいの

支援、新産業の創出やまちづくりなどのプロジ

ェクトと併せて、豊かな自然環境の中で、次世

代を担う子供たちに提供できる親子の遊び場を

つくること等に取り組み、子育て環境の充実を

図る「こども元気プロジェクト」を掲げ、若い

世代から選ばれる魅力的なまちを目指して   

いる。 

・こども元気プロジェクトの概要 

 子どもの遊び場の整備に対する市民のニーズ

は高く、特に、天候に左右されない屋内の遊び

場を求める声は高い状況にある。このプロジェ

クトでは、子どもたちが遊びながら成長できる

場所や子ども 

の遊び場と子育てに関する相談ができる場所を

作ることで、子育てしやすい環境の充実強化を

図る。 

・主な取組み 

① 親子の遊び場をつくる・「あぐりの丘」に

子どもたちが遊びながら成長できる全天

候型の子ども遊戯施設を整備する。 

② 「こどもセンター」をつくる・子どもや

子育て家庭を総合的に支援する拠点の設

置を進める。 

◎長崎市あぐりの丘のこれまでの主な経緯 

平成１０年３月 長崎市いこいの里条 例制定 

平成１０年７月 農業体験型施設「あぐりの丘」

として開園（維持管理・㈱長

崎ファミリーリゾート、運

営・㈱ファーム） 

平成１３年３月 ㈱長崎ファミリーリゾートの

解散 

平成１３年４月 市が維持管理 

平成１８年３月 ㈱ファーム撤退 

平成１８年４月 維持管理に加え、運営も市の

直営 

平成２１年度  いこいの里再生整備計画を策

定 

平成２５年度  市民協働の取組みを開始 

平成３０年度  施設の方向性を変更 

令和元年度   全天候型の子ども遊具施設の

基本計画策定 

令和４年度   全天候型の子ども遊具施設完

成、あぐりの丘 への指定管

理者制度の導入 

１． 施設概要 

（１） 名称 長崎市あぐりの丘 

（２） 所在地 牧野町他 

（３） 施設範囲 ２３．０ha 

（４） 設置年月日 令和４年１０月２８日 

（５） あぐりの丘の概要 

・自然環境や全天候型の子ども遊戯施設

等を活かした遊び・体験ができる場 

・子どもを中心として、すべての世代が

集い、楽しみながら世代を超えた交流

の広がる場 

・自然の風や光、季節を体験するととも

に、施設を活用しながら心身のリフレ

ッシュを醸成する場 

（６） 全天候型の子ども遊戯施設（あぐり

ドーム）の概要 

・天候や年齢、障害の有無等に関わらず、

子どもが安全・安心に遊べる場 
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・子どもがのびのびと遊びながら健やかに

成長できる場 

・子ども同士の交流の広がる場 

〇構造 鉄筋造平屋建 

〇面積 １，７５３．６７㎡ 

〇建設費 約１０億円 

〇入館料 子供２５０円・子供の保護者１０

０円 

〇各種器具 大型ネット遊具・ふあふあドー

ム・ボールプール・複合遊具・

ブランコ・クライミングウォー

ル・ボルダリングウォール等 

 

２．指定管理者の概要 

グロウスピア共同事業体 

（広告代理業務、建設物等設備管理業、 

造園業、建設機材販売業等４社） 

〇指定管理者による運営状況 

・指定管理委託料 

令和４年度～令和９年度合計 

８３７，４１９千円 

 ・利用状況 

  令和４年１０月～令和５年１０月  

あぐりの丘 

３７１，８６５人 

あぐりドーム 

１４１、８７３人 

 

あぐりの丘の来場者数は、前年比約１．４．

倍。あぐりドームの来場者は、９か月で１０万

人突破し目標をクリアした。 

最後に、長崎市における日本人の転出超過数

は、ここ数年、若い世代の転出超過の拡大によ

り、全国の市区町村の中でもワースト３位圏内

を脱することができていない状況が続いている。

今後、若い世代の転出を抑えるための長崎市あ

ぐりの丘事業を行っている。那須塩原市として

も若い世代から選ばれる魅力的なまち造りのた

めに、新しい事業を始める必要があるのではな

いかと思う。 
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問 新規就農者育成のための農業次世代人材投資 

雲仙市の概要 

雲仙市は長崎県島原半島に位置し、人口

41,262 人、面積 214 平方キロで、平成 17年に 7

町が合併して生まれた。農業と観光業が盛んな

まちで、農業産出額 298 億円、馬齢者やイチゴ、

肉用牛などを生産する。また、観光業では平成

8年に雲仙普賢岳が爆発するなど、高熱の温泉

水がでることで有名である、 

 

 

光り輝く雲仙力アップ事業について 

○目的 合併後から農業に力を入れており、就農

者の減少に歯止めをかける。 

○予算額 5,600 万円 

○財源 一般財源 

○ポイント  

使いたいタイミングで活用でき使いやすい。 

国県補助事業の対象外となる箇所に支援 

農家の要望に応え、支援メニューが多い。 

○補助事業のメニュー 

・スマート農業推進事業 

農業機械の導入、環境制御機器導入、出荷調

整用機械導入、ドローン資格取得、アシストス

ーツ導入 

・新規就農支援事業 

  農業機械導入、農業施設導入、経営簿記ソフ

ト購入、新規就農者移住促進（ハード、ソフト） 

・スキルアップ支援事業 

  農業視察研修、視察研修 

・経営コスト削除推進事業 

  農業機械レンタル、集落営農利用機械整備、

有機栽培推進対策、分解性資材活用推進、施設

園芸省エネ設備導入 

・農地利活用推進事業 

  耕作放棄地再生事業、獣害対策事業、潮害対

策事業、放牧設備整備 

○ 事業実績  

令和 4年度 93 件、5572 万円 

令和 5年度 111 件、5575 万円 

 

特徴的な支援事業 

○新規就農者の確保育成に関する具体的な政策 

 親元就農者であっても機械や施設の導入する場

合には 4割補助（限度額 200 万円）を実施して

いる（R4実績 27 件、1790 万円） 

○耕作放棄地解消に向けた取組 

 農地の整備及び初回作付けの諸材料費（種苗費、

肥料代等）経費の 2分の 1以内（10a あたり限

度額 15 万円）解消面積 令和３年 4.1ha、令和

4年 5.5ｈａ 

○スマート農業機械導入 

 ドローン、自動走行農機などの導入支援 

○ドローン資格取得支援 

 70 名の資格取得実績 

○資源循環の取組 

 有機栽培推進 ひまわりの種代を補助 

 生分解性マルチの補助 資材費の 3分の 1 

 ブロッコリー等で実施 

 施設園芸省エネ設備 2 重カーテンの導入 

○飼料高騰対策 国の交付金を活用 

 飼料はトンあたり 300 円を補助（上限 150 万円） 

 仔牛は 1頭あたり 5000 円補助 

 仔牛価格が一部回復 

 

補助事業の成果 

○農業産出額 H30 244.7 億円 

       R1  279.2 

             R2   283.0 

             R3   298.6 

順調に伸びている。 

○新規就農者数 R1 19 人 

        R2 14 

        R3 11 

        R4 15 

人数が維持されている。 

テーマ 光り輝く雲仙力アップ事業について 

視察地 長崎県 雲仙市 

視察日 令和６年１月３０日 

報告者 小島 耕一 
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所感 

雲仙市は、農業が中心産業であることから、農

業の生産力をアップさせることが雲仙力アップに

つながるということで市の一般財源 5，600 万円を

活用して農業支援に力を入れている。 

中でも、新規就農支援事業では親元就農者でも

支援の対象として、農業機械や施設の導入を支援

しており、令和 5年度の補助件数で 30件以上、金

額で 2000 万円を超えるなど若い後継者の支援に

力を入れている。 

このような取組が農業産出額に表れており、順

調に伸びているとのことである。 

 農業予算は多くの市町村では、国県の予算が中

心であり、本市においても市独自の予算は限られ

ている。 

雲仙市では市町村で農業振興をおこなっている

とのことであるので、どのような理由でおこなっ

ているかをたずねたところ、雲仙市では市議会議

員が 19 名いるとのことで、その半分が農業関係と

のことから、農業に関する質問も多く、それらが

このような予算を作ってきた理由とのことであっ

た。雲仙市議会の農業振興の意気込みを感じる政

務調査であった。 

本市においては、令和 2年の農業産出額 456 億

円、全国 8位に位置しており、生乳生産額では全

国 2位となっている。本市にも農業関係議員がい

ることから、チームワークを組んで農業振興に関

する議論を行い、農業振興に効果の高い政策を提

案するよう努力する必要性を感じた。 
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中央公園の Park-RFI 事業について 

 

視察地 長崎県佐世保市 

視察日 令和 6年 1月 31 日 

報告者 金子哲也 鈴木伸彦 

 

佐世保市は中央公園で Park-PFI 事業を実施し

ているということで伺ってきた。 

 

佐世保市概要 

◆人 口  ２３４，４０７人 

◆世帯数  １０３，２５６世帯  

（令和 5 年 6 月 1 日現在推計人口） 

◆面 積  ４０２６．０６Ｋ㎡  

（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

県北部の中心都市で、長崎県では長崎市に次

いで2番目、九州では9番目に多い人口を擁し、

中核市及び保健所政令市の指定を受けている。 

明治時代に入り日本海軍の鎮守府（佐世保鎮

守府）や佐世保海軍工廠が設置され、それ以降

は造船および軍港の町・軍都として発展した。

第二次世界大戦終結後から現在にいたるまで

も、海上自衛隊佐世保基地及び在日米海軍佐世

保基地が所在しており、海上防衛の重要な拠点

となっている。 

 

事業概要 

・事業主体 佐世保市 

・事業方式 PFI(BTO 方式)＋Park-PFI の

併用 

・事業期間 令和２年４月～令和２２年３月

(20 年間) 

・契約額 １３．４億円 

・施設概要 

【特定公園施設】 園地、広場、屋外遊び

場、駐車場、屋内遊び場 

 【公募対象公園施設】(自由提案）飲食店、

コンビー、キャンプ場、カフェ等 

・公園面積  約 13.7 ヘクタール 

（うち事業区域 5.4 ヘクタール） 

 

中央公園の変遷と老朽化 

◆戦前は公設市場や商店が並ぶ一等地だっ

たが、戦後は米軍住宅地に 

◆ 昭和 39 年「この地区を市民の公園とした

い」という陳情を行い、その後日本へ返還 

◆ 昭和 43 年「市民がつくる、市民のための

公園」とするために公園計画のアイディアを募

集し、公園設計の参考としながら中央公園が完

成。しかし、開設から 40～50 年が経過し老朽

化などにより賑わいを失い以前のような活気

がなくなっていた。 

 

名切地区まちづくり構想 

中央公園から旧花園中学校に至る一帯の名

切地区にある公共施設は全体として老化が進

み、また当時に利用していない施設も複数あっ

た。このような中で、老朽化した施設のリニュ

ーアルや、廃止した施設の跡地の利活用など

個々の施設の再整備のあり方を検討するにあ

たって、地区全体の土地利用の方針を整理する

必要があった。このようなことから名切地区ま

ちづくり構想を平成 29 年 1 月策定した。 

名切地区まちづくり基本計画は１)公益利用

ゾーン、2)自然レクリエーションゾーン、3)

スポーツゾーン、4)交流・文化ゾーンに分け、

２)と3)に於いて中央公園整備事業を行うこと

とした。 

名切地区まちづくり基本計画 

1)公益利用ゾーン 

●名切地区全体の課題解決 

北側のエリアにおける公共交通によるアク

セス性の向上や全体の防災・防犯機能など名切

地区の課題などの解決に資する土地利用の検

討 

●貴重な公有地としての公益的土地活用 

都市公園に立地できない公益性の高い土地

利用の検討 

2)自然レクリエーションゾーン 

●豊かな自然環境の保全と調和 
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中心市街地における貴重な自然環境として、

名切地区を特徴づける自然景観の保全 

●憩いとアクティビティー空間の形成 

起伏に富んだ空間において近隣の都市公園

にはない街中で自然を感じることができる空

間としての活用 

3) 中央公園リニューアルスポーツゾーン 

●スポーツ機能の集約と強化・充実 

核となる県立武道館・引道場を中心としたス

ポーツ機能の強化・充実 

●来訪者への休息・憩い空間の提供 

競技者や応援等の観覧者など来訪者の憩い 

や休息の場としての活用 

4) 中央公園リニューアル交流・文化ゾーン 

●中心市街地におけるにぎわいの創出 

周辺の文化施設の来訪者の相互利用・交流を

促進する施設や、多様なイベントに対応できる

施設の整備など新たな交流拠点としての土地

利用の検討 

●中心市街地の拠点性の向上 

多様な市民が利用する交流施設や本市に不

足する機能をもった施設整備の検 

 

中央公園リニューアルのコンセプト 

■佐世保市が必要とする施設（特定公園施

設） 

① 屋外広場 →『中心市街地におけるにぎわ

いの創出の拠点』 

●既存のイベントのみならず、市民による多

様なイベントや民間事業者の創意工夫による

イベントを誘導することで、中心市街地におけ

る新たな賑わい創出の拠点とする。 

②屋外遊び場→『地形を活かしたアクティビ

ティー空間』 

●中心市街地に残る貴重な緑地や起伏に富

んだ地形を活かし、市民が身近な自然環境に親

しめ、子どもが自然との触れ合いを通して育っ

ていける空間を創出する。 

③ 屋内遊び場→『遊びを通じて親子が育つ

場』 

●遊び体験を通じて子どもの発育・発達を促

すような魅力的な遊具を備えた遊び場機能を

創出する。 

●遊び場は天候の影響を受けることがない

屋内遊び場とする。 

●本公園が中心市街地に立地していること

や図書館と隣接していること等を鑑み、周辺機

能との効果的な連携とともに子ども・子育てを

通じ人々が集い、つながり合う場の創造に寄与

すること。 

【屋内遊び場の運営】 

●屋内遊び場はあくまで民間事業者が独立

採算で実施する。 

●独立採算事業とすることで、民間事業者の

創意工夫がより発揮され、他の公設の子育て関

連機能とのすみ分けが図られる。 

④ 駐車場 →『交通環境の整備』 

●交通安全の観点から、市道名切町通線の路

上駐車を再規制し、既存の路上駐車分を含む約

250 台分を各施設利用者の利便性に配慮し、分

散配置する。 

●また、市街地に位置しており公園利用者以

外の駐車（目的外利用）を防ぐ目的で有料化。 

●ただし、図書館利用者に対する配慮の観点

から 1 時間無料とする。 

 

中央公園リニューアルのコンセプト 

補助制度(社会資本総合交付金:官民連携賑わい

拠点創出事業) 

官民連携型賑わい拠点創出事業の事業要件 

交付対象：地方公共団体 

面積要件：面積 0.25ha 以上の都市公園 

国費対象基礎額：民間事業者が行う特定公園施

設の整備に対して地方公共団体が負担する額

の 1／2 

事業費の要件：地方公共団体の費用負担が特定

公園施設の整備に要する費用の積算額に対し

て 1 割以上削減されること 
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契約額の内訳 

契約期間：令和 2 年 4 月 1 日から令和 22 年 3

月 31 日 

うち整備：和 2 年度設計、令和 3 年度整備 

うち維持管理運営：令和 4 年度から令和 21 年

度 

 

事業化までに検討した業務(国や民間事業者か

ら協力を得る過程) 

業務名 

市有施設における民間活力導入を目的とした

土地利用検討業務委託 

業務内容 

1. 民間事業者へのヒアリング調査 

①導入施設の前提条件理②導入施設の種別、規

模の整理③事業スキームの検討④関連法令の

理 

⑤民間活用案の作成⑥ヒアリングの実施 

2．中央公園における民間活力を活かした施設

整備・運営方針（案）の検討 

①概略財政負担の算出②民間事業者の公募条

件の整理③方針（案）の作成 

サウンディング内容 

●業務委託の中で、コンサルと選定した複数

者（建設、リース、公園の管理運営、屋内あそ

び場事業者、金融機関など）に個別のヒアリン

グを実施 

●H29.2 佐世保PPPプラットフォームにお

いて事業紹介及び平場での意見交換を実施参

加 56 名（28 団体） 

●アンケート結果については非公表 

 

業務名 

中央公園における PFI 事業等実施検討支援業

務委託 

業務内容 

1. 実施方針の策定に係る支援 

①都市公園法改正（Park-PFI）を踏まえた事業

スキームの詳細の検討②発注書の整理 

③契約方式選定手続きの検討④審査委員会設

置に係る検討⑤事業者選定後の手続きの整理 

⑥事業期間と設置管理許可の整理⑦参加資格

要件の整理入札保証金・契約保証金の整理 

2. 要求水準書（案）の作成に係る支援 

3．官民対話による意見交換 

サウンディング内容 

●業務委託の中で、コンサルと選定した複数

者（建設、リース、公園の管理運営、屋内あそ

び場事業者、金品機関など）に個別のヒアリン

グを実施 

●H30.1 佐世保PPPプラットフォームにお

いて事業紹介及び 2 グループに分かれて意見

交換を実施。意見交換後アイデアシート（事業

範囲、事業期間、参加資格、自由提案の範囲、

本事業へのアドバイス）の提出を求めた。 ※

事業組成に向けた民間事業者の意見を確認 

業務名 

佐世保市中央公園における Park-PFI 及び PFI

手法を用いた備・管理運営事業者選定支援業務 

業務内容 

1.事業者選定に係る募集要項の策定支援 

①実施方針・要求水準書・募集要項・契約書（案）

の作成等 

②PF 法に基づく公表資料（VFM 含む）作成支

援 

2. 質問回答支援 

3. 事業者選定委員会支援 

①選定委員会資料作成②議事録作成佐世保

PPP プラットフォームにおいて事業紹介及び

異業種交流会（名刺交換会）を実施 

参加 39 名（21 団体） 

サウンディング内容 

●H30.11 佐世保 PPP プラットフォームにお

いて事業紹介及び異業種交流会（名刺交換会）

を実施 

参加 39 名（21 団体） 

●H31.2 実施方針等に関する説明会及び現地

見学会 

参加 26 名（15 団体） 
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所感 

本市だけでなく、昨今の日本の自治体の多く

は、「人口減→財政難→公共施設の老朽化」と

いった負の連鎖に悩んでいる。適切な公共サー

ビスを維持するためには、公共施設などの建て

替え・改修・修繕・運営の効率化などが不可欠

だ。しかし、その財源もノウハウも不足してい

るというのが現実ではないだろうか。 

これらを解決するひとつの手段として注目

されているのがPFIだ。これはPrivate Finance 

Initiative の略で、民間の資金やノウハウを活

用して公共事業を実施する手法である。従来は

庁舎や公共住宅、学校、上下水道などの整備を

行う際、自治体が設計・建設・運営の方法を決

めてそれぞれの専門事業者に発注していた。一

方で PFI では、どのような設計・建設・運営

を行えば最も効率的かを民間事業者に提案競

争させて事業者を選定し、資金調達から運営ま

で任せる。この際、売店などの収益施設を併設

する場合は、従業員の管理など自治体の負担を

より少なくすることも可能とある。 

視察して強く感じたのは、契約事業者のやる

気である。主体が造園業ということで樹木への

思いを強く感じた。また、子供の施設において

も地元業者であるがためか、思い入れが強い。 

設計から入っているために施設の配置や樹

木の管理などいろいろなアイディアが出てい

ると感じた。民間事業者を取り込むことの利点

がうかがえた。 

ただ、市職員の労務と市の持ち出し経費の削

減は図れない。しかしながら、公園利用者数は

コロナ禍であったが格段に増えている。今まで

老朽化で利用者の数が減っていた中、リニュー

アルしたことによる効果、コンビニなどが出来

たこと、雨の日も遊べる屋内遊び場など子育て

世代にも評判がよさそうであった。市の中央に

有って利用頻度の少ない施設を国の補助金を

利用しこのような形で再生させることは本市

においても検討を行うべきと感じた。 
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